
納
税
な
ど
に
は
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

凡
例
…
日
日
時
（
時
間
は
24
時
間
表

示
）
／
場
場
所
／
内
内
容
／
講
講
師

／
対
対
象
／
定
定
員
／
持
持
ち
物
／

費
費
用
／
締
締
切
り
／
他
そ
の
他
／

主
主
催
／
問
申
込
み
・
問
合
せ

内
広
報
あ
き
る
野
４
月
１
日
号
で
お

知
ら
せ
し
た
『
市
民
公
開
健
康
講
座

「
人
生
会
議
」（
５
月
30
日
）』
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
を

防
止
す
る
た
め
、
延
期
し
ま
す
（
決

定
後
、
広
報
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
）。
／
問
公
立
阿
伎
留
医
療
セ
ン

タ
ー
総
務
課
（
☎
５
５
８
・
０
３
２

１
）

内
商
店
で
の
取
引
や
学
校
・
病
院
な

ど
で
証
明
に
使
用
す
る
「
は
か
り
」

は
２
年
に
１
度
の
検
査
を
受
け
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
検
査
の
際
は
、

身
分
証
・
名
札
を
携
帯
し
た
都
職
員

が
対
象
の
店
に
直
接
伺
い
ま
す
。
対

象
の
方
に
は
、
東
京
都
計
量
検
定
所

か
ら
は
が
き
を
送
付
し
ま
す
。
は
が

き
が
届
か
な
い
方
、
は
か
り
を
新
た

に
使
用
す
る
方
、
使
用
し
な
く
な
っ

た
方
は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

／
日
６
月
５
日
㈮
～
19
日
㈮
／
問
東

京
都
計
量
検
定
所
検
査
課
（
☎
03
・

５
６
１
７
・
６
６
３
８
）

内
日
本
赤
十
字
社
で
は
毎
年
５
月
を

「
赤
十
字
運
動
月
間
」
と
し
、
皆
さ

ん
に
活
動
資
金
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
て
い
ま
す
。
地
域
の
皆
さ
ん
か
ら

お
預
か
り
し
た
活
動
資
金
は
、
災
害

時
に
迅
速
で
効
果
的
な
救
護
活
動
を

展
開
す
る
た
め
に
、
救
援
物
資
や
資

機
材
の
整
備
、
救
護
要
員
の
養
成
な

ど
の
ほ
か
、
地
域
と
密
接
な
関
わ
り

を
持
っ
た
赤
十
字
活
動
や
人
道
的
な

活
動
に
役
立
て
ら
れ
ま
す
。
あ
き
る

野
市
地
区
で
は
、
町
内
会
・
自
治
会

を
通
じ
て
受
付
し
ま
す
。
ま
た
、
町

内
会
・
自
治
会
に
未
加
入
の
方
は
、

境
福
祉
協
議
会
の
窓
口
で
受
付
ま

す
。
／
問
日
本
赤
十
字
社
東
京
都
支

部
あ
き
る
野
市
地
区
事
務
局
（
あ
き

る
野
市
社
会
福
祉
協
議
会
秋
川
事
務

所
内　

☎
５
９
５
・
９
０
３
３
）

内
国
税
を
一
時
に
納
付
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
場
合
、
税
務
署
に
申
請
す

る
こ
と
で
、納
税
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

詳
細
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参

照
／
他
事
情
で
準
備
す
る
資
料
が
異

な
り
ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。
／
問
青
梅
税
務
署
徴
収
部

門
（
☎
０
４
２
８
・
22
・
３
１
８
５
）

内
６
月
１
日
～
10
日
は
「
電
波
利
用

環
境
保
護
周
知
啓
発
強
化
期
間
」
で

す
。
／
問
関
東
総
合
通
信
局
（
不
法

無
線
局
に
よ
る
混
信
・
妨
害
…
☎

03
・
６
２
３
８
・
１
９
３
９
、
テ
レ
ビ
・

ラ
ジ
オ
の
受
信
障
害
…
☎
03
・
６
２

３
８
・
１
９
４
５
）

▽
募
集
期
間　

５
月
28
日
㈭
ま
で

▽
応
募
資
格　

農
業
に
関
す
る
見
識

が
あ
り
、
農
業
委
員
会
の
事
務
を

適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
方
で

法
令
な
ど
で
他
の
委
員
と
兼
職
が

禁
止
さ
れ
て
い
る
職
に
な
い
方

▽
募
集
人
数
・
任
期

・
農
業
委
員
会
委
員

＊
募
集
人
数
…
14
人

＊
任
期
…
９
月
１
日
～
令
和
５
年
８

月
31
日
（
３
年
間
）

・
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

＊
募
集
人
数
…
６
人

＊
任
期
…
委
嘱
の
日
か
ら
農
業
委
員

会
委
員
の
任
期
満
了
日
ま
で

▽
応
募
方
法　

推
薦
書
か
応
募
申
込

書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
送

付
す
る
か
直
接
窓
口
に
お
持
ち
く

だ
さ
い
。

※
申
込
書
な
ど
は
農
林
課
、
五
日
市

出
張
所
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
い
た
だ
く
か
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

▽
応
募
・
問
合
せ　

あ
き
る
野
市
農

業
委
員
会
事
務
局
（
農
林
課
農

政
係　

〒
１
９
７

－

０
８
１
４　

二
宮
３
５
０
）

　

近
年
、
外
来
種
の
ア
ラ
イ
グ
マ
、

ハ
ク
ビ
シ
ン
が
市
内
全
域
で
確
認
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
動
物
は
、

在
来
の
動
物
の
捕
食
な
ど
と
い
っ
た

「
生
物
多
様
性
へ
の
影
響
」
や
収
穫

前
の
果
樹
や
野
菜
類
を
食
べ
る
「
農

業
被
害
」
さ
ら
に
は
屋
根
裏
な
ど
に

侵
入
す
る
な
ど
の
「
建
物
被
害
」
を

引
き
起
こ
し
て
い
ま
す
。
市
で
は
獣

害
対
策
の
た
め
、計
画
的
な
捕
獲（
箱

わ
な
の
貸
出
）
を
実
施
し
て
い
ま

す
。
目
撃
情
報
や
被
害
が
あ
り
ま
し

た
ら
、
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

※
野
生
の
ア
ラ
イ
グ
マ
、
ハ
ク
ビ
シ

ン
は
と
て
も
凶
暴
で
す
。
絶
対
に

餌
付
け
を
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　

環
境
政
策
課
環
境
政
策

係
（
☎
５
９
５
・
１
１
１
０
）

　

市
で
は
、
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く

り
の
推
進
の
た
め
「
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な

ど
を
防
災
対
策
の
た
め
に
撤
去
」
ま

た
は
、
「
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
を
防
災

対
策
の
た
め
に
撤
去
し
て
新
た
に
安

全
な
塀
を
設
置
す
る
」
費
用
の
一
部

を
補
助
し
ま
す
。

▽
補
助
対
象
工
事
・
補
助
額　

表
１
・

表
２
の
と
お
り　

▽
そ
の
他
　

・
補
助
は
今
年
度
ま
で
で
す
。
早
め

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

・
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
い
た
だ
く
か
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　

地
域
防
災
課
防
災
係

表１　危険ブロック塀などの撤去

補助対象工事 補助額

道路に接しているレンガ造、石造、コンクリー

トブロック造、その他の組積造の塀及び門柱

で、高さが１ｍ（擁壁上にあるものにあっ

ては、0.6ｍ）以上のもので、地震発生時に、

倒壊し、通行を妨げ、人に危害を及ぼすおそ

れがあるもの

撤去工事費用か危険ブ

ロック塀などの長さに１

ｍ当たり11,000円を乗じ

た額のいずれか低い額の

10分 の ５（80,000円 を

限度）

表２　ブロック塀などの設置（注１）

補助対象工事 補助額

対象の道路に接していて、建築基準法施行令

に規定する技術的基準を満たす組積造か補強

コンクリートブロック造の塀（道路面から1.2

ｍ以下）、軽量かつ堅ろうな材料で、倒壊の

防止に十分配慮されたフェンスなど

設置工事費用または安全

な塀の長さ（注２）に1

ｍ当たり29,000円を乗じ

た額のいずれか低い額の

10分の３（120,000円を

限度）

生け垣 設置工事費用または生け

垣の長さ（注２）に１ｍ

当たり16,000円を乗じた

額のいずれか低い額の10

分の4（90,000円を限度）

注１）ブロック塀などの設置のみの補助はありません。

注２）撤去する危険ブロック塀などの長さを超える部分は対象外です。

（5） 令和２年（2020年）５月１日  あきる野市役所　☎（042）558－1111㈹

（以下は広告枠です）

【
延
期
】

阿
伎
留
医
療
・
介
護
ア
カ
デ

ミ
ー
フ
ォ
ー
ラ
ム
市
民
公
開

健
康
講
座
「
人
生
会
議
」

青
梅
税
務
署
か
ら
の

お
知
ら
せ

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
影
響
で
納
税
が
困

難
な
方
に
は
猶
予
制
度
が

あ
り
ま
す
」

は
か
り
の
定
期
検
査
を

実
施
し
ま
す

赤
十
字
運
動
月
間
の

お
知
ら
せ

Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｔ
Ｈ
Ｅ
不
法
電
波

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

官
公
庁
な
ど

か
ら
の
お
知
ら
せ

農
業
委
員
会
委
員
及
び農地

利
用
最
適
化
推
進
委
員
候
補
者
募
集

ア
ラ
イ
グ
マ
・

ハ
ク
ビ
シ
ン
を
目
撃
し
た
ら

連
絡
し
て
く
だ
さ
い

危
険
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の

撤
去
、
設
置
に
対
す
る
費
用

の
一
部
補
助
は
今
年
度
ま
で

で
す


